
近
世
郡
内
領
に
お
け
る
「
村
」

の
特
質
に
つ
い
て

中

小

路
　
　
　
純

（71）　近世郡内領における「村」の特質について

は
じ
め
に

　
近
世
の
「
村
」
と
言
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
「
自
然
村
落
」
と
み

な
す
理
解
は
必
ず
し
も
自
明
の
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
を
、
当
時
の
農
民
の
、
最
小
の
と
は
言
え
な
い
ま
で

も
、
農
民
生
活
に
重
要
な
意
味
を
有
す
る
基
本
的
な
、
あ
る
い
は

基
礎
的
な
単
位
と
な
っ
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
に
対
し
て
は
誰
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑
〕

も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
本
論
で
は
、
こ
こ
数
年
間
筆
者
が
研
究
を
行
な
っ
て
来
た
現
在

の
山
梨
県
都
留
郡
、
当
時
「
郡
内
領
」
と
呼
ぱ
れ
た
地
方
の
、
そ

う
し
た
一
「
村
」
の
規
模
及
び
形
態
的
特
質
に
つ
い
て
、
若
干
の
検

討
を
行
テ
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
地
方
で
は
、
文
禄
三
（
一
五
九

四
）
年
、
慶
長
十
五
（
ニ
ハ
一
〇
）
年
の
両
度
の
検
地
を
経
て
、

藩
制
期
の
寛
文
九
（
ニ
ハ
六
九
）
年
に
行
な
わ
れ
た
検
地
を
通
じ
、

郡
内
百
十
一
力
村
と
呼
ぱ
れ
る
村
々
が
ほ
ぽ
確
定
さ
れ
た
。

　
近
世
の
村
落
の
一
般
的
な
規
模
を
見
る
と
、
近
世
後
期
の
天
保

五
（
一
八
三
四
）
年
当
時
、
わ
が
国
の
総
人
口
は
、
二
七
〇
六
万

三
九
〇
七
人
と
さ
れ
、
全
国
の
総
石
高
は
、
史
料
に
よ
っ
て
相
違

は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
に
近
い
天
保
元
（
一
八
三
〇
）
年
当
時
、

三
〇
五
五
万
八
九
一
七
石
、
村
数
は
六
万
三
五
四
〇
カ
村
と
算
定

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
一
応
の
季
掛
か
り
と
し
て
全
国
的
な

平
均
を
見
る
と
、
村
高
お
よ
そ
四
八
O
石
余
り
、
人
口
四
二
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

余
り
と
な
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
は
、
右
に
見
る
全
国
平
均
を
一
つ
の
目
安
と
し
、
『
甲

斐
国
志
』
村
里
部
を
専
ら
拠
る
ぺ
き
史
料
と
し
て
検
討
を
行
な
う

こ
と
に
し
た
い
。
周
知
の
通
り
、
『
甲
斐
国
志
』
は
、
、
幕
府
に
よ
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第1表 郡内領の石商と人口

年　　　代

寛文9（1669）年

文化11（1814）年

石　　高（石）

1．9625，851（100．O）

2．0911．6685（106．6）

人　　口　（人）

4．1841

6．2961

（100．O）

（150．5）

出典：『秋元家甲州郡内治繍考』i『甲斐国志』・

注1（）内は指数一

石■人　（石）

0，47

0．3フ

っ
て
編
纂
さ
れ
、
文
化
十
一
（
一
八
一

四
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
村

高
・
人
口
・
家
数
に
つ
い
て
一
括
し
て

知
る
上
で
は
、
部
分
的
に
誤
記
が
見
ら

れ
る
と
は
言
え
、
非
常
に
完
備
し
た
史

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

料
生
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
で
は

特
に
「
村
」
の
、
年
貢
を
実
現
す
る
基

本
組
織
と
童
言
え
る
性
格
に
注
目
し
、

人
口
・
家
数
・
村
高
及
ぴ
そ
れ
と
関
わ

る
年
貢
、
と
り
わ
け
「
免
」
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

郡
内
地
方
の
特
質

　
本
論
に
先
立
っ
て
郡
内
地
方
の
概
略

と
地
方
的
特
色
に
つ
い
て
説
明
し
て
お

こ
う
。

　
こ
の
地
方
は
、
近
世
初
頭
に
郡
内
藩

（
谷
村
藩
）
を
形
成
し
、
後
、
宝
永
二

（
一
七
〇
五
）
年
に
天
領
化
さ
れ
て
以

降
明
治
期
ま
で
支
配
関
係
に
変
化
は
見

ら
れ
て
い
な
い
。
第
－
表
に
見
る
よ
う
に
、
寛
文
九
（
ニ
ハ
六

九
）
年
当
時
の
石
高
は
一
万
九
六
二
五
石
、
人
口
四
万
一
八
四
一

人
で
、
文
化
十
一
（
一
八
一
四
）
年
に
は
石
高
二
万
〇
九
一
一
石
、

人
口
六
万
二
九
六
一
人
を
数
え
て
い
た
。
郡
内
領
は
こ
の
都
留
郡

の
全
域
を
一
円
的
に
占
め
、
「
上
郷
」
（
郡
南
部
）
、
「
中
郷
」
（
現

都
留
市
周
辺
）
、
「
下
郷
」
（
郡
北
部
）
の
三
郷
に
分
け
て
呼
ぱ
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　
村
々
は
、
藩
制
期
に
は
、
谷
村
組
、
黒
野
田
組
、
猿
橋
組
、
上

野
原
組
、
吉
田
組
、
川
口
組
の
六
組
に
分
け
ら
れ
、
各
組
の
名
前

と
な
っ
て
い
る
村
に
「
市
」
が
設
け
ら
れ
て
、
小
市
場
圏
を
な
し

て
い
た
が
、
こ
れ
は
専
ら
年
貢
代
金
の
換
金
の
た
め
の
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
＾
4
）

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
外
、
桂
川
沿
い
の
猿
橋
の
東
下
流
域

十
一
力
村
は
「
川
通
り
」
と
呼
ぱ
れ
、
ま
た
宮
士
山
麓
の
村
々
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

「
岳
麓
」
と
称
し
て
独
自
の
生
活
圏
を
な
し
て
い
た
。

　
こ
の
地
方
で
は
、
甲
斐
国
衙
と
鎌
倉
と
を
、
河
口
・
加
古
（
髄

坂
）
・
須
走
を
経
由
し
て
結
ぷ
旧
鎌
倉
街
道
沿
い
の
上
郷
の
方
が

　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

古
く
か
ら
開
け
て
お
り
、
下
郷
に
は
、
慶
長
期
に
甲
州
街
遣
が
引

か
れ
、
元
和
四
（
ニ
ハ
一
八
）
年
に
宿
請
け
が
な
さ
れ
る
以
前
に

は
、
僅
か
な
山
遣
が
通
じ
て
い
た
の
み
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

哲
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における「村」の緒質について近（73）
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窪
埼
戴
㎎
～
蟄
宙
勢
曽
（
菖
鞘
θ
養
喘
軍
－
o
轟
肯
）
』
。
。
λ
ー
き
二
ご
価
蒲
宝
令
属
ヰ
蒔
菖
“
サ

　
甲
州
衛
道
は
江
戸
内
藤
新
宿
か
ら
信
州
下
諏
訪
ま
で
の
四
五
力

宿
を
数
え
て
い
た
が
、
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
の
郡
内
領
の
天

領
化
に
続
い
て
行
わ
れ
た
享
保
九
（
一
七
二
四
）
年
の
甲
斐
金
域

の
天
領
化
後
は
、
信
州
高
島
藩
内
の
蔦
木
・
金
沢
・
上
諏
訪
宿
を

除
い
て
、
甲
州
ま
で
の
宿
駅
は
全
て
天
領
化
さ
れ
、
そ
の
沿
遣
に

藩
領
が
一
切
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
全
線
の
宿
数
の
三

分
の
一
に
達
す
る
十
六
の
宿
が
こ
の
郡
内
領
に
集
中
し
、
宿
の
密

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
〕

度
が
極
め
て
高
い
こ
と
な
ど
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
　
・



（η）　近世郡内領における「村」の特質について

第3表 村高の分布第4表 家数の分布

家 数 村 数 村　高 村 数

50戸未満 ・・／l：㌘ 50石未満

50戸以上 50肩以上

仰／1：㌘

100 ”’
㏄／：ll 100 ” 32”

150 ” 200 ” 15”

200 〃 ・／： ” 300 ”

12”
●

250 ” ” 400 ” 2”

300 ” ・／l ” 500 ” 1”

350 ” ” 600 ” 5”

400 〃

・／ll 700 〃 o”

石
450 〃

800－900 2”

戸

500－550 1” 出典：『甲斐国志』．

出典：同前．

第5表 人口の分布

人

　100
100

200

300

400

500

600

700

S00

900

1000

1100

i200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

人未満

人以上
　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　”

　　〃

2200－2300人

村

2力村

出典1同前．

　
近
世
以
前
の
戦
国
期
の
領
主
小
山
田
氏
は
、
現
在
は
都
留
市
に

あ
た
る
中
津
森
に
館
を
構
え
、
現
大
月
市
に
所
在
す
る
岩
殿
山
に

出
城
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
織
田
信
長
次
い
で
豊
臣
秀
吉
に
よ

る
平
定
後
、
浅
野
長
政
に
よ
っ
て
谷
村
に
勝
山
城
が
築
か
れ
、
以

後
、
こ
こ
が
こ
の
地
方
で
は
唯
一
の
城
下
町
と
な
り
、
天
領
化
後

に
は
代
官
陣
星
が
置
か
れ
た
。

　
以
下
実
際
の
分
析
の
集
約
点
に
つ
い
て
見
て
行
き
た
い
。

一
一
郡
内
地
方
の
標
準
的
村
藩
規
模

　
は
じ
め
に
『
甲
斐
国
志
』
村
里
部
に
よ
っ
て
こ
の
地
方
の
村
々

の
村
高
及
ぴ
戸
口
の
分
布
状
況
を
検
討
し
、
そ
の
標
準
規
模
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

い
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
2
表
は
郡
内
百
十
一
力
村
圭
言
わ
れ
る
村
々
の
一
覧
表
で
、

各
村
の
村
高
、
家
数
、
人
口
、
馬
数
、

牛
数
、
年
貢
取
米
、
免
、
年
貢
率
の
実

算
値
及
ぴ
上
欄
に
示
し
た
各
項
の
指
数
、

男
子
人
口
比
率
を
表
示
し
、
各
列
の
最

下
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
・
最
大
・

最
小
・
含
計
を
も
表
示
し
た
。
村
々
は
、

前
の
章
で
見
た
上
申
下
郷
の
区
域
分
け
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と
現
在
の
行
政
区
画
を
も
参
照
し
、
A
富
士
山
麓
の
岳
麓
、
B
谷

村
周
辺
の
中
郷
、
C
現
在
の
大
月
市
付
近
の
下
郷
、
D
下
郷
の
内
、

上
野
原
周
辺
の
四
区
域
に
小
区
分
し
た
。
第
3
・
4
・
5
表
は
、

こ
れ
に
基
い
た
村
高
・
家
数
・
人
口
の
村
数
分
布
表
で
あ
る
。

　
先
ず
村
高
に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
の
地
方
で
の
平
均
は
一
八

八
・
三
九
三
石
と
な
る
。
石
高
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
す
べ
き
問

題
点
も
存
す
る
が
、
こ
こ
で
は
『
甲
斐
国
志
』
所
載
の
村
高
に
つ

い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
に
見
る
村
高
は
、
藩
制
期
の
寛
文

検
地
高
を
基
本
と
し
た
も
の
で
、
囲
と
畑
及
び
桑
・
漆
の
石
高
の

　
　
　
　
　
　
＾
1
0
〕

合
計
と
な
っ
て
い
る
。

　
村
高
が
最
大
の
村
は
下
吉
田
村
で
、
八
九
八
・
一
八
六
石
を
数

え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
最
小
の
村
は
山
中
湖
北
岸
に
あ
る
長
池

村
で
、
僅
か
三
・
一
〇
四
石
に
す
ぎ
な
い
。
第
3
表
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
こ
の
地
方
で
は
村
高
一
〇
〇
石
未
満
の
村
が
最
多

で
、
四
ニ
カ
村
に
達
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
五
〇
石
未
満
の

村
は
、
一
九
カ
村
で
少
な
く
、
六
、
七
〇
〇
石
以
上
の
村
も
別
格

と
な
っ
て
い
る
。
地
理
的
分
布
を
見
る
と
、
上
中
郷
で
は
概
し
て

現
在
の
都
留
市
か
ら
窟
士
吉
囲
市
に
か
け
て
、
下
郷
で
は
、
大
月

か
ら
中
初
狩
に
か
け
て
の
区
域
の
村
は
石
高
が
大
き
い
反
面
、
岳

麓
、
特
に
山
中
湖
周
辺
に
は
石
高
の
小
さ
い
村
が
多
く
、
水
田
分

布
の
関
係
に
よ
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
地
域
的
な
差
が
認
め
ら
れ
る
。

全
体
と
し
て
最
大
と
最
小
の
差
は
八
O
○
石
以
上
で
分
布
の
分
散

性
が
大
き
い
が
、
村
数
分
布
か
ら
見
て
、
平
均
村
高
よ
り
は
や
や

少
な
い
一
七
〇
石
前
後
を
一
つ
の
標
準
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
家
数
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
家
数
の
平
均
は
一

二
三
・
八
四
戸
で
、
最
大
は
下
吉
田
村
の
五
〇
八
戸
、
最
小
は
下

谷
村
の
西
方
に
位
置
す
る
薄
原
村
の
十
五
戸
と
な
っ
て
い
る
。
戸

数
三
〇
〇
戸
以
上
の
村
と
し
て
は
、
小
沼
、
上
・
下
吉
田
、
秋
山
、

道
志
、
鳥
沢
、
桶
原
、
上
野
原
の
八
力
村
に
隈
ら
れ
、
五
〇
〇
戸

程
が
一
村
と
し
て
の
臨
界
点
と
な
っ
て
い
る
と
見
て
艮
い
。
他
方

戸
数
五
〇
戸
未
満
の
村
は
十
八
を
数
え
て
い
る
も
の
の
、
二
五
戸

以
下
の
村
と
し
て
は
、
先
記
の
薄
原
村
と
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
川

棚
村
の
十
六
戸
の
ニ
カ
村
を
数
え
る
の
み
で
、
戸
数
二
五
戸
以
下

の
村
や
三
〇
〇
戸
以
上
に
及
ぶ
村
は
、
こ
の
地
方
で
は
例
外
的
に

な
づ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
第
4
表
に
見
る
よ
う
に
、
平
均
値
の

二
一
三
戸
前
後
の
一
〇
〇
～
一
五
〇
戸
の
村
は
二
ニ
カ
村
を
数
え

て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
少
な
い
一
〇
〇
戸
未
満
の
村
が
六
〇
力

村
を
数
え
て
過
半
に
達
し
て
い
る
の
で
、
平
均
値
よ
り
は
や
や
小

規
襖
な
一
〇
〇
戸
か
ら
平
均
の
一
二
〇
戸
に
か
け
て
に
標
準
が
置

か
れ
よ
う
。
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。
村
別
の
人
口
を
見
る
と
、
平
均
は
五
六
七
・
二
二
人
で
あ
る
。

第
5
表
に
見
る
よ
う
に
、
三
〇
〇
人
以
上
四
〇
〇
人
未
満
の
村
が

二
〇
力
村
で
最
も
多
く
、
そ
こ
か
ら
上
位
に
か
け
て
村
数
は
広
く

分
布
し
て
お
り
、
五
〇
〇
人
以
上
の
村
は
四
三
力
村
に
及
ん
で
い

る
。
人
口
が
千
人
を
越
え
て
い
る
村
は
、
十
五
力
村
で
、
全
体
の

一
割
強
と
な
り
、
そ
の
内
二
千
人
を
越
え
る
の
は
、
桐
原
・
下
吉

田
の
二
力
村
と
な
っ
て
い
る
。
最
大
の
欄
原
村
は
二
二
二
五
人
を

擁
し
て
お
り
、
下
吉
田
村
の
二
〇
二
五
人
が
そ
れ
に
次
い
で
い
る
。

谷
村
は
下
谷
が
一
五
五
四
人
、
上
谷
が
二
二
四
六
人
で
、
上
野
原

は
一
八
七
五
人
、
秋
山
村
や
遣
志
村
も
そ
れ
ぞ
れ
一
八
六
一
人
、

一
七
三
五
人
を
数
え
、
岳
麓
で
も
河
口
湖
周
辺
の
川
口
・
成
沢
・

新
倉
．
船
津
村
で
は
、
人
口
は
千
人
に
近
く
、
人
数
が
多
い
。
人

口
の
最
小
の
村
は
戸
数
の
少
な
い
薄
原
村
の
四
七
人
、
次
い
で
川

棚
村
の
七
一
人
と
な
っ
て
お
り
、
村
内
人
口
が
一
〇
〇
人
未
満
の

村
は
こ
の
二
力
村
に
限
ら
れ
て
お
り
、
五
〇
人
前
後
が
一
村
人
口

の
下
隈
を
な
し
て
い
た
圭
言
え
よ
う
。
人
口
に
つ
い
て
は
、
上
位

に
か
け
て
の
分
散
が
著
し
く
、
三
〇
〇
人
台
と
六
〇
〇
人
台
の
二

つ
の
グ
ル
ー
・
プ
に
分
け
ら
れ
、
三
〇
〇
人
台
後
半
か
ら
平
均
値
の

五
〇
〇
人
台
に
か
け
て
を
標
準
的
と
見
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
二
戸
当
り
・
一
人
当
り
石
高
に
つ
い
て
も
少
し
く
検
討

し
て
お
こ
う
。
二
目
。
当
り
の
石
高
は
全
郡
平
均
で
一
・
五
二
一
石
、

一
人
当
り
石
高
は
○
二
二
三
二
石
と
な
っ
て
い
る
。
一
二
目
。
当
り
・

一
人
当
り
石
高
の
多
い
村
と
し
て
は
、
中
郷
の
四
日
市
場
・
古
川

渡
．
十
日
市
場
・
中
津
森
・
下
谷
村
及
ぴ
下
郷
の
駒
橋
・
中
初
狩

両
宿
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
村
々
は
い
ず
れ
も
、
藩
制
期
に
、

藩
主
秋
元
泰
朝
以
来
行
わ
れ
た
用
水
整
備
と
新
田
開
発
に
よ
り
、

水
田
化
が
進
行
し
た
区
域
に
あ
る
。
二
戸
当
り
・
一
人
当
り
石
高

が
少
な
い
村
と
し
て
は
、
長
池
・
忍
草
・
成
沢
村
な
ど
岳
麓
に
多

く
、
丹
波
・
小
菅
村
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。

　
一
方
、
二
戸
当
り
の
家
族
人
数
を
見
る
と
、
全
郡
平
均
で
は

四
．
六
人
と
な
る
。
こ
の
内
、
郡
内
東
部
の
野
由
尻
宿
の
九
・
一
■

人
が
目
立
っ
て
多
く
、
山
中
湖
の
北
方
に
あ
た
る
内
野
村
の
七
・

一
人
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。
こ
の
外
、
十
日
市
場
・
下
谷
村
・

第6表 馬の分布

馬　数 村 数

○疋 2力村
10疋未満 8”

10疋以上 20”
20 〃

25”
30 〃

18”
40 ”

10”
50 〃 9”

60 ” 8”

アO ”
6”

80 ” 1”

90 ” 2”

100 ” 1”

200－300疋 1”

出典1同前．
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で
は
男
子
人
口
が
多
い
。
特
に
吉
田
村
に
近
い
小
沼
村
、
谷
村
近

辺
の
薄
原
村
、
大
月
宿
か
ら
笹
子
に
か
け
て
の
宿
と
上
野
原
宿
に

近
い
鶴
島
村
な
ど
の
町
場
に
近
い
村
や
宿
の
一
部
で
女
子
人
口
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

多
い
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

　
更
に
こ
こ
で
牛
馬
数
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
一
般
に
牛
は
西
日
本
の
、
馬
は
東
日
本
の
家
畜
の
代
表
と
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
地
方
で
も
牛
は
全
体
に
少
な
く
、
『
甲
斐
国
志
』

に
よ
る
隈
り
で
は
、
中
津
森
村
と
小
菅
村
に
各
五
疋
、
丹
波
村
に

二
疋
が
数
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
全
郡
で
三
カ
村
に
十
二
疋
が
認

　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
馬
に
つ
い
て
は
、
真
木
村
の
語
源
に
「
牧
」
が
充
て
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
H
〕

れ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
甲
州
は
古
来
良
馬
の
産
地

6左2

木
立
・
大
曾
根
村
が
そ
れ
ぞ
れ
六
人
以
上
で
、
五
人
以
上
は
十
九

カ
村
、
四
人
以
上
が
七
三
力
村
、
三
人
以
上
は
十
三
力
村
を
数
え

て
い
る
。
こ
の
内
、
家
族
数
が
三
人
台
の
村
十
三
力
村
の
内
十
ニ

カ
村
は
、
中
・
上
郷
の
村
で
、
下
郷
で
は
、
猿
橋
の
南
に
あ
る
小

沢
村
一
力
村
を
数
え
る
の
み
で
、
下
郷
の
村
で
は
、
二
□
ジ
当
り
家

　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

族
数
が
比
較
的
多
い
。

　
男
女
人
口
に
つ
い
て
見
る
と
、
全
郡
的
に
男
子
人
口
が
多
く
、

女
子
人
口
が
男
子
を
上
回
る
村
は
二
五
カ
村
で
、
全
体
の
二
二
．

五
％
と
な
っ
て
い
る
。
区
域
別
に
見
る
と
、
女
子
人
口
が
男
子
を

上
回
る
村
は
、
中
郷
で
は
十
力
村
あ
っ
て
、
同
区
域
内
村
数
の
約

三
分
の
一
に
達
し
、
下
郷
で
は
、
十
四
カ
村
を
数
え
て
約
囚
分
の

一
に
及
ぷ
反
面
、
岳
麓
で
は
成
沢
一
力
村
し
か
な
く
、
こ
の
区
域



（81）　近世郡内領における「村」の特質について

と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
郡
内
地
方
で
も
馬
は
多
く
、
各
村

の
馬
数
総
数
は
三
九
六
六
疋
、
一
力
村
平
均
三
五
・
七
疋
を
数
え

て
い
る
。

　
村
別
の
馬
数
を
見
る
と
第
6
表
の
よ
う
に
な
り
、
二
〇
疋
台
の

村
が
最
も
多
く
、
一
〇
疋
台
、
三
〇
疋
台
の
村
が
そ
れ
に
次
い
で

い
る
。
最
大
は
道
志
村
の
二
八
○
疋
で
、
最
小
は
猿
橋
・
強
瀬
の

○
疋
と
な
っ
て
い
る
。
二
戸
当
り
の
馬
数
で
は
、
山
中
村
で
O
・

九
九
疋
、
内
野
村
で
O
・
九
八
疋
、
長
池
村
も
○
・
八
八
疋
を
数

え
、
忍
草
・
平
野
村
は
幾
分
少
な
い
と
は
言
え
、
岳
麓
の
村
々
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
君
ぴ

馬
数
が
多
く
、
道
志
村
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。
「
丸
尾
」
と
呼

ぱ
れ
る
宮
士
火
山
岩
砂
に
一
面
に
覆
わ
れ
た
岳
麓
の
村
々
で
の
、

馬
に
よ
る
駄
賃
稼
ぎ
の
普
及
を
示
し
て
余
り
あ
る
も
の
で
、
こ
う

し
た
馬
背
輸
送
は
中
世
以
来
の
も
の
で
あ
っ
た
。
村
々
の
馬
は
、

こ
の
よ
う
な
輸
送
手
段
と
し
て
と
同
時
に
、
深
耕
を
可
能
と
す
る

耕
起
手
段
及
ぴ
魔
肥
給
源
と
し
て
の
意
義
を
も
有
し
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
＾
帖
）

も
見
逃
せ
な
い
。

　
以
上
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
こ
の
郡
内

地
方
で
は
、
村
高
一
七
〇
石
前
後
、
戸
数
一
〇
〇
～
二
一
〇
戸
、

人
口
三
〇
〇
人
台
後
半
か
ら
五
〇
〇
人
台
に
か
け
て
の
村
を
お
よ

そ
標
準
的
な
村
と
言
っ
て
大
差
な
い
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
山
間
地

帯
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
は
じ
め
に
見
た
よ
う
に
村
高
四
〇
八
石
、

人
口
四
〇
四
人
と
さ
れ
た
全
国
的
な
平
均
に
比
す
る
と
、
人
口
で

は
そ
れ
程
違
い
は
な
い
反
面
、
村
高
は
そ
の
二
分
の
一
以
下
に
止

・
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
村
の
分
布
を
見
る
と
、
谷
村
か
ら
吉
田
村
に
か
け
て
の
上
・
中

郷
に
は
、
村
高
・
戸
口
の
大
き
な
村
が
多
い
反
面
、
甲
州
街
道
沿

い
の
下
郷
で
は
、
い
く
つ
か
の
例
外
を
除
い
て
、
や
や
村
落
規
模

の
小
さ
い
村
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
第
7
表
は
、
第
2
表
に
示
し

た
区
域
毎
の
平
均
村
高
・
戸
数
・
人
口
・
馬
数
を
表
示
し
た
も
の

で
、
こ
れ
に
よ
れ
ぱ
、
岳
麓
で
は
、
村
高
は
そ
れ
程
小
さ
く
は
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
比
し
て
家
数
・
人
口
が
多
く
、
中

郷
で
は
、
村
高
が
相
対
的
に
大
き
い
村
が
多
く
、
そ
れ
に
対
し
て

下
郷
で
は
、
概
し
て
村
高
・
家
数
・
人
口
・
馬
数
と
も
、
小
さ
い

村
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
村
落
の
標
準
的
規
模
を
考
え
る
場
合

に
は
、
こ
う
し
た
地
域
差
の
考
慮
も
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

三
　
集
藩
形
態
の
特
徴

　
前
の
章
で
は
、
こ
の
地
方
の
村
々
の
村
高
・
戸
数
・
人
口
に
つ

い
て
専
ら
数
量
的
な
面
か
ら
検
討
を
行
っ
た
。
次
に
こ
う
し
た
村

落
の
集
落
形
態
に
つ
い
て
、
多
少
の
検
討
を
加
え
て
お
こ
う
。

2〃
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近
世
の
村
落
史
研
究
に
お
い
て
は
、
村
内
に
小
字
や
小
村
が
散

屠
し
、
そ
れ
ら
の
集
合
体
と
し
て
村
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が

多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
そ
う
し
た
村
の
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

に
注
意
を
は
ら
っ
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
こ
の
地
方
の
村
落
で
は
、
一
般
に
分
散
が
支
配
的
で
、
丹
波
・

遺
志
・
秋
山
村
に
見
る
よ
う
に
、
桂
川
支
流
の
河
谷
の
「
入
り
」

に
、
点
々
と
集
落
の
連
な
る
山
村
型
の
分
散
と
、
大
月
村
沢
井
・

強
瀬
・
斧
窪
・
新
倉
・
河
合
村
杖
突
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

幅
狭
い
河
岸
段
丘
上
に
立
地
す
る
分
散
の
二
つ
の
型
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。
河
岸
段
丘
で
も
比
較
的
広
い
所
に
は
、
小
沼
・
鹿
留
・

夏
狩
・
谷
村
・
大
月
・
猿
橋
・
上
野
原
な
ど
の
集
村
な
い
し
街
村

が
立
地
し
、
ま
た
河
口
湖
・
山
中
湖
畔
に
も
、
密
集
型
の
集
落
が

分
布
し
て
い
た
が
、
こ
の
内
後
者
は
宮
士
の
裾
野
の
湧
水
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
大
月
市
区
域
を
主
に
、
集
落
形
態
の
特
徴
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
望

見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
前
記
の
通
り
、
こ
の
区
域
に
は
比
較

的
規
模
の
小
さ
い
村
落
が
多
い
。
ま
た
枝
郷
・
枝
村
が
多
く
、
出

入
作
関
係
も
広
く
残
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
村
切
」
は
徹
底

し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　
集
落
形
態
に
つ
い
て
は
、
家
屋
が
集
合
し
た
「
集
村
」
、
道
路

沿
い
に
集
落
が
形
成
さ
れ
、
商
業
機
能
を
持
つ
「
街
村
」
、
数
戸

の
小
集
落
が
村
内
に
散
在
す
る
「
小
村
落
」
、
加
え
て
個
々
の
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

屋
が
分
散
し
て
い
る
「
散
村
」
の
五
つ
の
形
態
に
分
け
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
「
小
村
落
」
を
四
、
五
戸
程
度
の
比
較
的
家
数
の
多
い

小
集
落
が
散
在
す
る
村
と
し
、
二
、
三
戸
の
小
集
落
が
分
散
し
て

い
る
場
合
は
散
村
と
み
な
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
各
村
数
は
以
下

の
よ
う
に
な
り
、
完
全
な
散
村
、
い
わ
ゆ
る
「
孤
立
荘
宅
」
の
村

落
は
皆
無
と
な
る
が
、
小
村
落
が
や
や
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　
集
村
　
　
小
篠
、
岩
殿
、
強
瀬
、
宮
谷
、
真
木
　
－
五
力
村

　
　
　
　
黒
野
田
、
阿
弥
陀
海
遣
、
白
野
、
中
・

　
街
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
八
力
村

　
　
　
　
下
初
狩
、
花
咲
、
駒
橋
、
猿
橋

　
　
　
　
朝
日
小
沢
、
小
沢
、
立
野
、
塩
瀬
、
川

　
小
村
落
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
九
力
村

　
　
　
　
合
、
綱
之
上
、
藤
崎
、
下
和
田
、
葛
野

　
　
　
　
瀬
戸
、
奈
良
子
、
林
、
奥
山
、
浅
川
、

　
散
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
七
力
村

　
　
　
　
駒
宮
、

　
合
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
二
九
力
村

　
右
に
見
る
集
村
の
内
で
も
、
村
が
一
集
落
か
ら
成
っ
て
い
る
の

は
、
小
篠
・
岩
殿
・
強
瀬
の
三
カ
村
の
み
で
、
他
は
い
く
つ
か
の

集
落
か
ら
村
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
耕
地
と
宅
地
が
裁
然
と
区
分

24ε
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ざ
れ
て
宅
地
が
奥
合
し
た
典
型
的
な
集
村
を
な
す
小
篠
村
で
は
、

古
く
は
崖
下
に
人
家
が
所
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
文
応
年
閲
（
一

二
六
〇
－
六
一
年
）
の
洪
水
に
よ
っ
て
家
屋
六
軒
が
流
失
し
、
崖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

上
に
住
居
を
移
動
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　
街
村
は
町
的
な
性
格
を
持
つ
が
、
こ
の
外
、
真
木
本
村
の
集
落

は
、
寺
の
参
詣
路
伝
い
に
展
開
し
、
強
瀬
・
岩
殿
・
官
谷
村
も
寺

の
門
前
な
い
し
寺
内
と
言
っ
て
良
い
形
態
を
と
り
、
こ
と
に
強
瀬

村
は
甲
州
街
遺
の
回
り
遣
と
さ
れ
て
い
た
外
、
舟
着
場
が
あ
っ
て
、

い
ず
れ
に
も
町
的
な
性
格
が
見
ら
れ
、
こ
の
区
域
で
は
、
そ
う
し

た
町
1
－
商
業
的
要
因
が
強
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
宿
・
村
を
上
下
な
い
し
上
中
下
に
分
け
る
こ
と
は
広
く
見
ら
れ
、

宿
で
は
、
江
戸
に
近
い
方
が
「
下
」
、
京
都
・
大
坂
に
近
い
方
が

「
上
」
と
さ
れ
、
河
川
沿
い
の
場
合
は
、
川
上
が
「
上
」
、
川
下
が

「
下
」
と
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
初
狩
に
は
、

中
・
下
初
狩
の
み
あ
っ
て
、
上
初
狩
が
な
い
が
、
こ
れ
は
も
と
の

「
波
加
利
庄
」
か
ら
分
村
し
た
際
、
本
来
、
上
初
狩
と
し
て
一
村

を
な
す
べ
き
笹
子
を
、
黒
野
田
’
阿
弥
陀
海
道
・
白
野
の
三
力
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
）

に
分
村
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
下
初
狩
宿
は
も
と
は

笹
子
川
北
岸
に
宿
が
あ
っ
た
が
、
寛
文
十
二
（
ニ
ハ
七
二
）
年
の

大
雨
に
よ
る
洪
水
の
た
め
全
て
流
失
し
、
南
岸
に
移
動
し
た
圭
言

わ
れ
、
阿
弥
陀
海
道
宿
も
同
様
で
、
享
保
十
三
（
一
七
二
八
）
年

七
月
の
大
雨
に
よ
る
洪
水
で
集
落
が
流
失
し
、
笹
子
川
北
岸
か
ら

南
岸
に
移
動
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
宿
名
は
、
村
の
上

方
の
阿
弥
陀
堂
に
よ
る
も
の
で
、
下
方
の
集
落
名
で
あ
る
吉
ケ
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
）

保
を
村
の
「
惣
名
」
と
し
て
用
い
て
い
た
。

　
一
方
、
桂
川
南
岸
の
「
川
通
り
」
に
か
け
て
の
小
村
落
で
は
、

個
々
の
小
集
落
の
家
数
は
や
や
少
な
い
。
前
記
の
通
り
、
川
筋
に

あ
っ
て
背
後
に
山
を
請
け
た
地
形
の
た
め
、
住
宅
適
地
が
限
定
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
村
の
内
、
塩

瀬
村
に
は
、
大
保
呂
・
清
水
・
金
畑
・
申
野
・
新
井
・
下
村
・
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
〕

中
の
七
つ
の
「
村
」
が
認
め
ら
れ
、
藤
崎
村
で
は
、
津
成
・
大

田
・
小
田
・
久
保
・
岡
の
五
つ
の
小
字
を
集
め
て
「
村
」
を
な
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
4
）

「
惣
名
」
を
「
藤
崎
」
村
と
言
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
桂
川
の
支
流
を
な
す
葛
野
川
沿
い
で
は
、
南
面
傾
斜
地
に
下
和

田
・
葛
野
な
ど
の
小
村
落
が
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、
山
合
に
か
け

て
散
村
が
分
布
し
て
前
記
の
山
村
型
の
分
散
を
示
し
、
浅
川
村
で

は
、
峡
谷
に
沿
っ
た
道
伝
い
に
、
川
窪
・
平
・
宮
ノ
腰
の
集
落
が
点

　
　
　
＾
肪
）

在
し
て
い
る
。
瀬
戸
村
で
も
、
葛
野
川
を
遡
っ
て
小
金
沢
渓
谷
伝

　
　
　
　
　
　
ク
　
サ
　
ギ
　
　
　
イ
　
F
　
ヂ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
リ
ツ
　
＾
タ

い
に
、
瀬
戸
・
常
山
木
・
井
戸
地
・
コ
シ
百
ウ
・
川
津
端
・
ヤ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
6
〕

ホ
・
ヲ
モ
レ
・
和
田
な
ど
の
「
小
村
」
が
点
々
と
連
な
っ
て
い
る
。
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＾
〃
）

　
既
に
多
く
の
実
地
調
査
と
研
究
の
行
な
わ
れ
た
綱
原
村
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
）
　
　
　
　
　
＾
四
〕

も
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
が
、
道
志
村
や
上
野
原
村
の
場
合
に
は
、

村
内
に
「
組
」
と
呼
ぱ
れ
る
ま
と
ま
り
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
「
組
」
は
、
比
較
的
村
域
の
広
い
村
に
し
ば
し
ぱ
見
ら
れ
、
そ

の
「
組
」
の
下
に
更
に
小
村
が
あ
っ
て
、
「
村
」
1
「
組
」
1
小

村
の
複
合
構
造
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て

こ
こ
に
言
う
小
村
は
、
そ
れ
自
体
「
村
」
と
言
っ
て
も
良
い
集
落

を
な
し
て
い
た
こ
と
が
多
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、
こ
の
区
域
で
も
宿
な
ど
一
部
を
除
く

と
、
村
内
に
小
字
や
小
村
が
散
在
し
、
そ
れ
ら
の
築
合
体
と
し
て

村
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く

そ
う
し
た
小
字
や
小
村
は
、
近
世
村
落
の
成
立
以
前
に
あ
っ
て
こ

の
地
方
で
中
世
に
一
般
的
で
あ
っ
た
「
郷
」
に
お
い
て
「
小
村
」

を
な
し
、
近
世
村
落
の
原
基
形
態
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
村
落
の
集
落
形
態
に
つ
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
確

認
す
る
に
止
め
、
次
に
年
貢
、
特
に
「
免
」
に
つ
い
て
考
え
て
お

く
こ
と
に
し
た
い
o

四
　
享
保
十

（
一
七
二
五
）
年
の
年
貢
取
米
と
免

と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
郡
内
地
方
の
村
落
の
規
模
と
集
落
形
態
に

つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
検
討
を
行
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
全
郡
的
な

村
落
規
模
と
そ
の
特
徴
の
検
討
に
役
立
つ
史
料
と
し
て
、
享
保
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
0
）

（
一
七
二
五
）
年
の
「
郷
帳
」
に
よ
り
、
各
村
の
年
貢
取
米
と
免

に
つ
い
て
も
合
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
こ
の
享
保
十
年
の
「
郷
帳
」
は
、
同
九
（
一
七
二
四
）
年
の
甲

府
藩
の
廃
藩
に
伴
な
う
甲
州
全
域
の
天
領
化
と
、
そ
の
直
後
に
行

な
わ
れ
た
年
貢
現
物
納
の
全
廃
と
皆
金
納
の
実
施
に
合
せ
て
、
当

時
の
代
官
河
原
清
兵
衛
が
作
ら
せ
た
も
の
で
、
こ
の
間
に
郡
申
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
ユ
）

百
姓
が
厳
し
く
糾
し
を
受
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
年
貢

取
米
と
免
は
第
2
表
に
記
載
し
た
。
こ
の
「
郷
帳
」
の
免
は
、
取

米
■
享
保
村
高
と
ほ
ぽ
一
致
し
て
い
る
の
で
、
「
毛
付
免
」
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㏄
〕

な
く
「
高
免
」
で
あ
ろ
う
。
表
に
は
、
年
貢
取
米
の
、
『
甲
斐
国

志
』
所
載
の
村
高
に
対
す
る
比
率
を
も
年
貢
率
と
し
て
表
示
し
た
。

こ
の
村
高
は
文
化
十
一
（
一
八
一
四
）
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
享

保
村
高
と
は
僅
差
で
あ
る
の
で
、
免
を
見
る
際
の
参
考
と
な
ろ
う
。

　
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
の
蹴
文
を
持
つ
『
地
方
凡
例
録
』
に

よ
れ
ぱ
、
甲
州
で
は
、
村
に
よ
り
籾
摺
の
相
違
が
多
く
、
そ
の
増

減
に
も
変
化
が
あ
っ
た
の
で
、
「
免
取
帳
」
と
い
う
帳
面
に
村
で

の
増
減
を
記
し
、
代
官
の
交
替
の
時
に
は
、
そ
れ
を
引
継
ぎ
、
そ

の
帳
面
に
よ
っ
て
「
取
箇
」
を
付
け
て
い
た
と
し
、
甲
府
代
官
吉
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田
久
左
衛
門
の
時
に
、
籾
性
に
不
同
が
多
く
、
百
姓
が
難
儀
に
及

ぷ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
「
免
取
」
に
取
決
め
た
と
伝
え

　
轟
）

て
い
る
。

　
同
書
は
後
年
の
編
著
で
あ
る
た
め
、
史
実
の
記
述
に
つ
い
て
は

検
証
が
必
要
と
さ
れ
る
部
分
も
多
い
が
、
こ
の
吉
田
久
左
衛
門
は
、

元
文
五
（
一
七
四
〇
）
年
か
ら
寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
ま
で
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
硝
）

府
代
官
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
甲
府
代
官
所
で
行

な
わ
れ
た
と
言
う
こ
の
「
免
取
」
が
郡
内
領
で
も
行
な
わ
れ
た
か

ど
う
か
は
判
明
し
な
い
も
の
の
、
郡
内
谷
村
代
官
所
は
、
石
和
代

官
所
附
で
あ
り
、
こ
の
享
保
十
年
の
「
郷
帳
」
に
は
、
村
毎
の

「
免
」
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
に
は
、
甲

府
同
様
に
「
免
取
」
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ

る
。第8表 免の分布

1;~~t 

1" 
2'r 

15 H 

20 p 

37 p 

18 Jr 

12 H 

2tf 

o'r 

0　以上

〃
　
　
　
　
”

10

20

〃
　
　
　
　
”

30

40

”
　
　
　
　
”

50

60

”
　
　
　
　
”

70

80

90－100

出典：『郷帳』

　
こ
う
し
た
免
の
相
違
が
生
じ
た
理
由
に
つ
い
て
・
『
地
方
凡
例

録
』
は
、
も
っ
ぱ
ら
籾
摺
の
相
違
か
ら
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
の

時
の
免
改
め
は
、
そ
う
し
た
籾
摺
の
関
係
か
ら
と
言
う
よ
り
、
寛

文
検
地
時
の
村
高
の
付
け
方
の
村
に
よ
る
差
及
び
検
地
以
降
約
五

十
年
を
経
過
し
た
時
点
で
生
じ
た
実
生
産
カ
の
相
違
を
、
新
た
に

検
地
を
行
な
う
こ
と
が
困
難
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
免
を
上
下
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
適
正
に
調
整
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
な

わ
れ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
免
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、

土
地
生
産
カ
の
み
で
は
な
く
、
村
々
の
商
・
手
工
業
収
益
も
考
慮

さ
れ
、
郡
内
領
の
場
合
、
こ
れ
と
同
時
に
皆
金
納
が
行
な
わ
れ
た

の
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
免
改
め
に
よ
る
年
貢
取
米
の
算
出
と
は

言
っ
て
も
、
実
納
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
石
代
納
に
あ
た
っ
て

の
代
金
納
額
の
算
定
基
準
と
し
て
の
性
椿
も
強
か
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
以
上
の
点
か
ら
す
れ
ぱ
、
検
地
村
高
自
体
の
検
討
も
必
要
と
さ

れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
免
が
高
い
村
で
は
、
そ
の
間
に
そ
の
村
の

土
地
生
産
カ
と
農
外
収
益
と
を
合
せ
た
経
済
カ
が
、
寛
文
検
地
時

の
村
高
に
比
し
て
上
昇
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
免
が
低
く
設
定
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
寛
文
検
地
当
時
か
ら
そ
れ
程
の
増
加
を
見
て

い
な
い
か
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
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第1図免の分布
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一
応
予
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
点
を
考
慮
し
つ
つ
免
を
見
る
と
、
平
均
は
五
七
・
〇
一

（
％
、
以
下
賂
）
と
な
る
。
一
〇
単
位
で
村
数
を
区
分
す
る
と
、
第

8
表
の
よ
う
に
、
五
〇
台
が
三
七
カ
村
で
最
も
多
く
、
全
体
の
三

四
・
三
％
に
達
し
、
そ
れ
を
中
心
と
し
て
ほ
ぽ
正
規
分
布
を
示
し
、

四
〇
台
が
二
〇
カ
村
で
十
八
・
五
％
、
六
〇
台
が
十
八
力
村
で
十

六
・
七
％
、
三
〇
台
が
十
五
力
村
で
十
三
・
九
％
、
七
〇
台
が
十

二
力
村
で
十
一
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
三
〇
未
満
及
び
八
○
以

上
の
村
は
少
な
く
、
三
〇
か
ら
七
〇
の
間
に
大
多
数
の
村
が
含
ま

れ
る
が
、
免
が
五
〇
以
上
の
村
は
、
合
せ
て
六
九
カ
村
で
、
全
体

の
過
半
数
に
達
し
、
免
は
五
〇
台
の
高
目
、
平
均
値
近
く
に
標
準

が
置
か
れ
る
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
免
の
村
別
分
布
を
見
る
た
め
に
作
成
し
た
の
が
、
第
－
図

の
免
の
分
布
図
で
あ
る
。
こ
の
分
布
図
で
は
、
お
よ
そ
村
が
位
置

す
る
場
所
に
免
の
数
値
を
置
き
、
免
が
比
較
的
高
く
、
六
〇
以
上

の
村
々
は
実
線
で
囲
み
、
免
が
比
較
的
低
く
五
〇
未
満
の
村
々
は

点
線
で
囲
ん
だ
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
、
免
は
、
現
大
月
市
の
山
間
都
か
ら
小

菅
・
丹
波
に
続
く
、
小
金
沢
山
系
か
ら
大
菩
薩
山
系
に
か
け
て
の

北
都
山
間
地
、
上
下
吉
田
村
加
ら
東
に
か
け
て
の
南
東
部
及
ぴ
中

央
部
諸
村
の
内
四
日
市
場
・
古
川
渡
村
な
ど
で
高
く
、
六
〇
以
上

の
村
が
多
い
の
に
対
し
て
、
百
蔵
・
扇
山
北
面
の
駒
営
・
浅
川
村

か
ら
東
に
か
け
て
の
北
東
部
、
中
央
都
諸
村
の
内
薄
原
・
玉
川
村

な
ど
と
南
西
部
の
窟
士
山
麓
、
五
湖
沿
岸
の
村
々
で
は
低
く
、
三

〇
1
四
〇
台
の
村
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
り
わ
け
都
留
郡
北
部
の
林
村
及
ぴ
奈
良
子
村
の
ニ
カ
村
で
は
、

免
が
八
○
を
越
え
て
お
り
、
全
郡
で
も
最
も
高
く
な
っ
て
い
る
。

林
村
は
村
高
二
七
石
余
り
、
奈
良
子
村
は
三
五
石
余
り
の
小
村
で
、

両
村
と
も
現
在
の
大
月
市
七
保
町
に
あ
た
り
、
林
に
は
一
時
村
役

場
が
置
か
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
山
村
的
色
彩
の
一

段
と
強
い
村
で
あ
る
。
奈
良
子
村
で
は
、
天
領
化
直
後
の
宝
永
二

（
一
七
〇
五
）
年
か
ら
正
徳
元
（
一
七
一
一
）
年
に
か
け
て
の
十

二
年
間
に
は
、
免
が
一
〇
一
に
及
ん
で
お
り
、
村
高
よ
り
も
取
米

　
　
　
　
　
　
　
　
泰
〕

の
方
が
多
く
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
免
が
最
も
低
い
の
は
山
中
村

の
九
・
六
五
で
、
平
野
村
の
一
八
・
九
五
、
成
沢
村
の
二
四
・
五

二
が
そ
れ
に
次
い
で
い
る
。

　
中
央
部
の
谷
村
か
ら
吉
田
に
か
け
て
の
往
還
沿
い
の
村
々
は
、

水
田
の
多
い
区
域
で
あ
る
の
で
、
平
野
部
の
村
落
に
や
や
近
い
性

格
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
山
村
の
場
合
一
般
に
、
本
田

畑
の
石
高
は
小
さ
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
林
産
物
を
は
じ
め
と
す
る
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産
物
が
各
種
あ
る
の
で
、
免
が
高
く
設
定
さ
れ
る
生
言
わ
れ
て
い

＾
筆

る
。
し
か
し
上
記
の
検
討
に
よ
れ
ぱ
、
こ
の
地
方
の
山
村
都
に
は
、

同
じ
く
山
村
と
は
言
っ
て
も
、
免
が
比
較
的
高
く
設
定
さ
れ
て
い

る
北
都
及
ぴ
南
東
部
の
村
々
と
、
そ
れ
が
比
較
的
低
く
な
っ
て
い

る
南
西
都
及
ぴ
北
東
部
の
村
々
と
で
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

　
こ
こ
に
見
た
よ
う
な
免
の
相
違
の
生
じ
た
根
拠
と
し
て
は
、
前

記
の
よ
う
に
、
当
初
の
村
高
の
付
け
方
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地

が
あ
り
、
岳
麓
、
特
に
河
口
湖
沿
岸
の
村
々
で
は
、
村
高
が
比
較

的
大
き
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
天
領
化
以
降
の
農
民
経
済
を
見

る
上
で
は
、
こ
の
間
の
小
商
品
生
産
、
特
に
こ
の
地
方
の
特
産
物

で
あ
っ
た
郡
内
機
業
の
動
向
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
不
可
欠
の

課
題
圭
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
村
と
農
民
経
営
の
展
開
過

程
を
見
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
村
を
対
象
と
し
て
、
村
落
構

造
の
変
化
を
克
明
に
辿
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
容
易
に
は
明
ら

か
に
し
難
い
た
め
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
既
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
〕

『
山
村
の
構
造
』
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
忍
草
村
の
歴
史
は
、
そ

う
し
た
研
究
に
と
っ
て
今
目
ま
で
の
貴
重
な
蓄
積
と
な
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

五
結
び

　
以
上
甲
州
郡
内
地
方
の
村
落
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
。
こ
こ
で
本
論
で
明
ら
か
に
し
た
諸
点
を
ま
と

め
、
本
稿
の
結
ぴ
と
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
こ
の
地
方
で
は
、
ほ
ぼ
一
七
〇
石
内
外
の
石
高
を
持

ち
、
家
数
一
〇
〇
～
二
一
〇
戸
、
人
数
三
〇
〇
～
五
〇
〇
人
程
の

村
が
お
お
よ
そ
標
準
的
規
模
の
村
圭
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
一
般

の
村
に
比
す
る
と
村
高
が
少
な
く
、
一
般
の
地
方
で
は
一
人
一
石

に
あ
た
る
と
こ
ろ
が
、
お
よ
そ
一
家
一
石
半
に
あ
た
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
と
見
て
良
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
村
落
分
布
に
つ
い
て

見
る
と
、
下
郷
で
は
、
上
中
郷
に
比
し
て
、
小
規
模
な
村
落
が
多

い
。

　
第
二
に
、
こ
の
地
方
の
村
落
の
集
落
形
態
の
特
徴
に
つ
い
て
、

現
在
の
大
月
市
部
の
村
々
の
内
、
二
九
例
を
主
に
検
討
し
た
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
集
村
が
五
、
街
村
が
八
、
散
村
が
七
、
集
村
と
散

村
の
中
間
形
態
圭
言
う
べ
き
「
小
村
落
」
が
九
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
小
村
落
に
は
、
個
々
の
小
集
落
の
家
数
が
比

較
的
多
い
村
落
と
、
分
散
傾
向
が
強
く
散
村
に
近
い
村
落
と
が
あ

る
が
、
こ
の
集
落
形
態
は
、
こ
の
地
方
の
村
落
の
基
本
形
態
と
な

っ
て
い
た
と
言
っ
て
良
く
、
「
小
村
」
が
村
の
構
成
単
位
と
な
っ

て
い
る
場
合
が
多
い
。
村
の
中
が
「
組
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
場
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合
も
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
、
そ
う
し
た
村
落
の
組
成
に
つ
い
て
は
、

家
族
構
成
や
同
族
組
織
と
の
関
連
に
お
い
て
も
検
討
を
必
要
と
し

よ
う
o

　
第
三
に
、
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
の
年
貢
及
び
免
に
つ
い
て

見
る
と
、
免
は
村
に
よ
る
差
が
大
き
い
が
、
平
均
は
五
七
・
〇
一

と
な
っ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
見
て
も
、
そ
の
前
後
が
標
準
と
な

っ
て
い
た
と
見
て
良
い
。
免
の
分
布
を
見
る
と
、
北
部
山
間
地
と

南
東
部
山
間
地
に
か
け
て
高
く
、
桂
川
沿
岸
の
こ
の
地
方
の
北
東

部
と
南
西
部
に
か
け
て
の
宮
士
山
麓
で
は
低
い
傾
向
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
寛
文
検
地
に
お
け
る
村
高
－
検
地
分

米
の
付
け
方
に
つ
い
て
の
検
討
を
も
必
要
と
す
る
が
、
絹
織
物
を

は
じ
め
と
し
て
諸
産
物
の
多
い
こ
の
地
方
の
特
質
と
の
関
連
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
）

考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
本
論
で
は
不
十
分
な
が
ら
右
の
諸
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
周
知
の
通
り
甲
斐
国
に
あ
っ
て
は
、
中
世
後
期
に
か

け
て
、
「
九
筋
二
領
」
に
つ
な
が
る
主
と
し
て
交
通
路
に
よ
る
区

分
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
が
近
世
の
行
政
区
分
と
な
り
、
い
わ
ゆ

る
国
郡
制
と
は
や
や
異
な
っ
た
支
配
・
地
域
構
造
が
形
成
さ
れ
て

い
た
。
そ
う
し
た
支
配
・
地
域
構
造
に
つ
い
て
は
、
言
う
ま
で
も

な
く
旧
武
田
氏
以
来
の
支
配
構
造
、
特
に
「
役
の
体
系
」
の
間
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
9
）

と
の
関
連
で
の
交
通
関
係
の
研
究
も
必
要
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
特

質
の
解
明
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
に
一
般
的
で
あ
っ
た
「
郷
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
柵
〕

の
間
題
と
共
に
今
後
の
研
究
課
魑
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
本
論
で
は
、
余
り
に
数
値
化
さ
れ
た
現
象
の
把
握
に
終
始
し
た

の
で
は
な
い
か
と
の
危
倶
も
去
り
難
い
の
で
あ
る
が
、
右
の
点
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
1
〕

確
認
し
、
本
稿
の
ま
と
め
と
し
て
お
き
た
い
。

　
（
1
）
　
　
近
世
の
「
村
」
に
つ
い
て
は
、
旧
く
か
ら
研
究
課
魑
と
さ
れ

　
　
て
来
た
が
、
戦
後
に
お
け
る
論
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
『
地

　
　
方
史
研
究
』
一
一
（
一
九
五
四
年
）
が
参
照
さ
れ
る
。

　
（
2
）
　
関
山
直
太
郎
『
近
世
人
口
史
の
研
究
』
（
竜
吟
社
、
一
九
四
八

　
　
年
）
八
三
ぺ
ー
ジ
、
菊
池
利
夫
『
新
困
開
発
』
（
至
文
堂
、
一
九
六

　
　
三
年
）
二
二
三
－
二
二
五
ぺ
ー
ジ
。

　
（
3
）
　
『
甲
斐
国
志
』
に
は
各
種
の
刊
本
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
『
犬

　
　
日
本
地
誌
大
系
』
版
、
第
一
巻
（
雄
山
閣
、
一
九
六
八
年
、
以
下
ぺ

　
　
ー
ジ
数
は
同
書
）
に
よ
り
、
『
甲
斐
史
料
集
成
』
第
四
巻
（
同
刊
行

　
　
会
、
一
九
三
四
年
）
を
も
参
照
し
た
。
周
知
の
通
り
『
甲
斐
国
志
』

　
　
は
、
文
化
二
（
一
八
〇
五
）
年
に
甲
府
勤
番
士
と
な
っ
た
松
平
定
能

　
　
が
、
幕
府
の
内
命
に
よ
っ
て
編
纂
に
あ
た
っ
た
も
の
で
、
文
化
十
一

　
　
（
一
八
一
四
）
年
に
成
立
し
た
。
本
諭
に
見
た
村
里
部
の
ほ
か
、
寺

　
　
社
・
産
物
等
、
当
時
の
地
誌
的
知
識
が
詳
紬
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、

　
　
こ
の
時
期
の
研
究
に
と
㌧
て
は
基
本
的
な
史
料
と
な
う
て
い
る
。
郡

　
　
内
地
方
に
つ
い
て
は
、
下
谷
村
の
森
島
其
進
が
史
料
の
採
訪
・
編
纂

　
　
に
あ
た
っ
た
。
そ
の
成
立
事
憎
に
つ
い
て
は
、
「
『
甲
斐
国
志
』
編
さ
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ん
の
次
第
L
（
前
出
『
大
日
本
地
議
犬
系
』
所
収
）
に
詳
し
い
。

（
4
）
　
村
名
σ
内
訳
に
つ
い
て
は
、
「
甲
州
御
領
ノ
大
略
」
（
『
秋
元
家

　
甲
州
郡
内
治
綴
考
』
都
留
市
教
育
委
員
会
、
一
九
六
六
年
）
四
八
～

　
五
四
ぺ
ー
ジ
を
参
照
。

（
5
）
　
「
川
通
り
」
に
つ
い
て
は
、
小
菅
・
丹
波
及
ぴ
「
岳
麓
」
を
除

　
く
桂
川
沿
岸
、
或
い
は
谷
村
よ
り
下
流
の
桂
川
沿
岸
に
充
て
、
範
囲

　
を
広
く
取
る
見
方
も
あ
る
が
（
山
梨
県
師
範
学
校
・
同
女
子
師
範
挙

　
校
編
『
山
梨
県
総
合
郷
土
研
究
』
甲
府
朗
月
堂
、
一
九
三
六
年
、
五

　
〇
・
一
四
四
、
二
五
〇
ぺ
ー
ジ
）
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
村
域
を
呼
ぷ

　
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
『
甲
斐
国
志
』
三
〇
六
ぺ
ー

　
ジ
）
。
「
岳
麓
」
に
つ
い
て
も
、
御
坂
山
系
に
か
け
て
の
河
口
湖
・
西

　
湖
北
岸
を
「
湖
北
」
と
し
て
区
別
す
る
場
合
も
あ
る
が
（
同
、
一
四

　
四
ぺ
ー
ジ
）
・
本
論
で
は
窟
士
山
麓
、
五
湖
周
辺
の
村
域
を
指
し
て

　
い
る
。

（
6
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
古
島
敏
雄
編
『
山
村
の
構
造
』
（
御
茶

　
の
水
書
房
、
一
九
五
二
年
）
四
八
ぺ
ー
ジ
所
収
の
概
略
図
が
参
照
さ

　
れ
る
。

（
7
）
『
圓
本
地
誌
』
第
十
一
巻
（
＝
宮
書
店
、
一
九
七
二
年
）
二
五

　
五
ぺ
ー
ジ
。

（
8
）
　
甲
州
衛
道
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
手
塚
寿
男
「
甲
府
家
時
代
の

　
甲
州
海
道
」
（
『
近
世
甲
斐
の
史
的
研
究
』
山
梨
日
目
新
聞
社
、
一
九

　
八
四
年
）
、
山
梨
県
教
育
委
員
会
編
『
甲
州
街
適
』
（
一
九
八
五
年
）

　
が
参
照
さ
れ
る
に
止
ま
り
、
極
め
て
少
な
い
。
甲
斐
国
衙
の
所
在
地

　
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
は
十
世
紀
の
『
倭
名
類
聚
抄
』
の
記
載
に
よ

り
、
現
在
の
御
坂
町
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
春
日
居
町
国
府
か
ら

一
宮
町
国
分
に
移
り
、
更
に
御
坂
に
移
っ
た
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
国

府
三
転
説
」
以
来
の
諸
説
が
あ
る
（
『
山
梨
県
総
合
郷
土
研
究
』
七

五
－
七
六
ぺ
ー
ジ
、
木
下
良
「
国
府
跡
研
究
の
諸
問
魑
－
甲
斐
国
府

跡
を
め
ぐ
っ
て
」
『
文
化
史
学
』
二
一
、
一
九
六
六
年
）
。
甲
斐
国
内

の
郡
域
に
は
時
代
的
な
変
化
が
見
ら
れ
る
が
、
都
留
郡
に
つ
い
て
、

近
時
、
磯
貝
正
義
氏
は
、
そ
の
都
民
支
配
及
ぴ
八
世
紀
末
に
甲
相
国

境
争
諭
が
生
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
七
世
紀
以
前
に
は
、
甲
斐

国
に
属
し
て
い
た
と
言
う
よ
り
、
む
し
ろ
相
模
国
に
密
接
に
結
び
付

い
て
い
た
と
す
る
仮
説
を
示
さ
れ
て
い
る
（
「
古
代
」
『
大
月
市
史
』

通
史
篇
、
校
倉
曹
房
、
一
九
七
八
年
、
三
七
、
四
二
、
五
六
－
五

七
、
七
〇
1
七
一
べ
ー
ジ
、
「
古
代
の
甲
斐
国
巨
麻
郡
に
つ
い
て
1

郡
成
立
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
信
濃
』
十
四
－
一
、
一
九
六
二
年
、

の
ち
『
郡
司
及
ぴ
架
女
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八

年
）
。
都
留
郡
衝
の
所
在
地
に
つ
い
て
も
諸
説
が
見
ら
れ
、
上
野
原

近
辺
と
す
る
『
甲
斐
国
志
』
以
来
の
通
説
の
外
、
古
河
渡
に
「
古
郡

戸
」
を
充
て
、
こ
こ
に
所
在
し
た
の
が
、
窟
士
山
の
噴
火
の
際
、
熔

岩
流
の
た
め
埋
没
し
た
と
す
る
吉
田
東
伍
氏
の
説
（
『
大
目
本
地
名

辞
書
』
冨
山
房
、
一
九
〇
七
年
、
第
二
版
、
二
四
七
九
ぺ
ー
ジ
、

「
古
郡
郷
」
の
項
）
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
外
、
郷
域
比
定
な
ど
に
も

問
魑
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、
坂
本
美
夫
「
甲
斐

の
郡
郷
制
」
（
『
山
梨
県
考
古
博
物
館
・
山
梨
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ

ー
研
究
紀
要
』
1
、
一
九
八
三
年
）
が
最
近
の
研
究
と
し
て
参
照
さ

れ
よ
う
。
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（
9
）
　
な
お
本
論
で
は
、
「
標
準
」
を
、
こ
の
地
方
の
特
徴
を
代
表
す

　
る
村
落
規
模
を
示
す
一
つ
の
モ
デ
ル
と
み
な
し
、
平
均
値
を
中
心
に

　
考
察
を
試
み
た
が
、
そ
れ
を
普
遍
化
し
て
そ
の
ま
ま
標
準
と
す
る
こ

　
と
に
は
危
険
性
が
伴
な
う
の
で
、
村
々
の
統
計
的
分
布
を
も
配
慮
し

　
て
検
討
を
行
な
っ
た
。
平
均
値
に
つ
い
て
は
「
統
計
的
代
表
値
」
と

　
さ
れ
る
蜷
川
虎
三
『
統
計
挙
概
論
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
、

　
一
六
〇
～
ニ
ハ
一
、
二
八
九
～
三
〇
五
ぺ
ー
ジ
）
の
指
摘
が
参
照
さ

　
れ
る
。
平
均
値
に
つ
い
て
は
こ
の
外
、
マ
ー
ル
ィ
ー
『
『
資
本
論
』

　
と
統
計
』
一
一
七
～
一
七
三
ぺ
ー
ジ
、
『
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
統
計
』
七

　
〇
～
七
八
ぺ
ー
ジ
（
是
永
純
弘
監
訳
、
大
月
書
店
、
一
九
八
○
年
）
、

　
オ
フ
シ
ェ
ン
コ
・
ヴ
ィ
タ
ー
リ
ナ
『
レ
ー
ニ
ン
と
統
計
』
一
四
五
～

　
一
八
二
ぺ
ー
ジ
（
佐
藤
博
監
訳
、
同
前
）
を
も
参
照
。

（
1
0
）
　
こ
の
地
方
の
場
合
、
藩
制
期
の
寛
文
九
（
ニ
ハ
六
九
）
年
の
検

　
地
で
は
、
上
田
を
お
よ
そ
一
石
五
斗
前
後
と
し
て
お
り
、
こ
れ
が
近

　
世
を
通
じ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
石
高
は
当
時
の
水
田
収
穫
高

　
と
し
て
は
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
裏
作
麦
な
ど
に
つ
い
て

　
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
1
1
）
　
野
田
尻
の
家
数
は
、
『
甲
斐
国
志
』
に
は
六
三
戸
と
記
さ
れ
て

　
い
る
が
、
こ
れ
は
天
保
十
四
年
の
家
数
一
一
八
戸
（
「
甲
州
道
中
宿

　
村
犬
概
帳
」
〔
『
近
世
交
通
史
料
集
』
第
六
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九

　
七
二
年
〕
七
四
三
ぺ
ー
ジ
）
に
比
し
て
少
な
す
ぎ
、
枝
郷
を
合
ま
な

　
い
宿
の
み
の
戸
数
或
い
は
百
十
三
な
い
し
九
三
の
誤
写
か
百
の
脱
と

　
思
わ
れ
る
が
、
断
定
す
べ
き
根
拠
を
欠
く
の
で
、
記
載
通
り
と
し
た
。

　
一
家
族
当
り
人
数
が
非
常
に
多
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
1
2
）
　
な
お
、
出
生
性
比
は
、
ふ
つ
う
女
一
〇
〇
人
に
対
し
、
男
一
〇

　
四
か
ら
一
〇
六
人
と
な
っ
て
い
る
の
に
比
し
（
『
統
計
資
料
集
∠
九

　
八
七
年
〃
』
産
業
統
計
研
究
社
、
一
九
八
七
年
、
八
三
九
ぺ
ー
ジ
）
、

　
こ
二
で
は
お
よ
そ
一
〇
四
と
な
り
、
や
や
低
目
と
な
う
て
い
る
。
第

　
2
表
に
は
男
子
の
構
成
比
を
示
し
た
。

（
1
3
）
　
明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
の
『
甲
斐
国
現
在
人
別
調
』
（
一

　
四
九
ぺ
ー
ジ
）
に
よ
れ
ぱ
、
当
時
都
留
郡
で
は
、
南
で
六
疋
、
北
で

　
は
六
七
疋
の
牛
を
数
え
て
い
る
が
、
馬
に
此
す
る
と
少
な
い
。

（
1
4
）
　
『
甲
斐
国
志
』
二
九
三
ぺ
ー
ジ
。

（
帖
）
　
こ
の
点
、
宿
で
あ
っ
た
猿
橘
に
馬
が
皆
無
と
さ
れ
て
い
る
二
と

　
は
、
や
や
問
題
を
残
す
が
、
『
甲
斐
国
志
』
の
記
載
に
よ
る
。
ま
た

　
同
曹
刊
本
で
は
、
馬
の
総
数
が
三
八
九
六
疋
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

　
れ
は
三
九
六
六
疋
の
誤
写
で
は
な
い
か
。
牛
数
総
数
に
つ
い
て
も
、

　
同
書
で
は
七
と
し
て
い
る
が
・
こ
れ
も
十
二
の
誤
配
と
思
わ
れ
、
実

　
算
値
と
の
相
違
が
多
い
の
で
、
実
算
値
を
適
宜
参
照
し
た
。
ま
た
役

　
畜
の
農
業
技
術
上
の
意
義
と
そ
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
古
島
敏
雄

　
『
目
本
農
業
技
術
史
』
（
時
潮
社
、
一
九
五
四
年
、
の
ち
同
『
著
作
築
』

　
第
六
巻
、
東
京
大
挙
出
版
会
、
一
九
七
五
年
、
四
八
八
－
四
九
九
ぺ

　
ー
ジ
）
を
参
照
。
同
書
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
牛
と
馬
の
分
布
に

　
は
実
際
に
は
可
成
り
の
入
糧
が
あ
り
、
特
に
馬
は
九
州
に
も
多
い
。

（
1
6
）
　
近
世
の
村
落
に
お
い
て
は
、
し
ぱ
し
ぱ
「
組
」
「
方
限
」
「
名
」

　
と
呼
ぱ
れ
る
小
字
的
小
集
落
が
村
落
の
構
成
単
位
と
さ
れ
る
こ
と
が

　
多
い
二
一
と
に
つ
い
て
は
、
永
原
慶
二
「
封
建
制
下
に
お
け
る
村
の
発

　
達
」
（
同
『
日
本
封
建
制
成
立
過
程
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
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一
年
、
五
三
二
ぺ
ー
ジ
）
、
「
荘
園
制
支
配
と
中
世
村
落
」
（
『
一
橋
論

　
叢
』
四
七
－
三
、
一
九
六
二
年
、
の
ち
『
日
本
中
世
社
会
構
造
の
研

　
究
』
同
前
、
一
九
七
三
年
に
所
収
）
に
よ
っ
て
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て

　
い
る
。
ま
た
近
藤
忠
氏
は
、
近
世
の
紀
州
で
は
、
村
藩
の
構
成
単
位

　
と
し
て
「
小
名
」
が
広
く
存
在
し
て
い
る
と
さ
れ
て
－
い
る
（
「
紀
州

　
に
お
け
る
藩
政
の
村
の
集
落
構
成
と
内
わ
け
村
－
主
と
し
て
圓
高
川

　
流
域
に
つ
い
て
」
『
史
林
』
四
一
－
一
、
一
九
五
九
年
）
。
こ
の
郡
内

　
地
方
の
場
合
、
「
組
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
小
村
を
「
村
」
と

　
呼
ぷ
例
も
見
ら
れ
る
。

（
〃
）
　
『
総
合
郷
土
研
究
山
梨
県
』
二
二
一
、
二
一
九
ぺ
ー
ジ
。

（
1
8
）
　
集
落
形
態
の
検
討
で
は
史
料
を
得
る
こ
と
が
難
し
く
、
国
土
地

　
理
院
発
行
地
図
及
ぴ
『
犬
月
市
史
』
史
料
篇
（
校
倉
書
房
、
一
九
七

　
六
年
）
所
収
の
村
絵
図
二
六
点
（
一
点
に
二
力
村
以
上
を
記
し
た
村

　
絵
図
が
い
く
つ
が
あ
る
の
で
、
本
論
の
村
数
二
九
例
よ
り
少
な
い
）

　
に
よ
っ
た
。
村
絵
図
の
内
分
け
は
、
作
成
年
度
の
確
定
が
困
難
な
も

　
の
が
四
、
十
七
世
紀
の
も
の
一
、
十
八
世
紀
の
も
の
二
、
そ
の
後
の

　
十
九
世
紀
前
半
の
も
の
十
七
、
一
八
五
〇
年
以
降
幕
末
の
も
の
が
二

　
と
な
っ
て
お
り
、
大
部
分
が
十
八
世
紀
以
降
の
も
の
で
、
「
代
官
の

　
仰
せ
に
よ
り
差
し
出
す
」
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
十
九

世
紀
前
半
の
も
の
十
七
点
の
内
、
文
化
三
（
一
八
〇
六
）
年
前
後
の

　
『
甲
斐
国
志
』
繍
纂
時
に
森
島
共
遼
に
差
出
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ

　
れ
る
村
絵
図
は
十
二
を
数
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
絵
図
中
年
代
の
最

　
も
古
い
も
の
は
、
下
和
田
村
の
も
の
で
、
絵
図
に
記
載
さ
れ
た
と
こ

　
ろ
で
は
、
万
治
元
（
一
六
五
八
）
年
と
さ
れ
、
他
村
に
比
し
可
成
り

　
時
代
を
さ
か
の
ぽ
っ
て
い
る
。
但
し
近
世
の
村
絵
図
で
は
、
一
、
二

　
の
例
外
を
除
い
て
、
耕
地
保
有
状
態
は
判
明
せ
ず
、
描
写
に
も
精
粗

　
が
あ
る
の
で
、
現
地
調
査
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
。

（
1
9
）
　
集
落
形
態
に
つ
い
て
は
、
小
川
琢
治
『
人
文
地
理
学
研
究
』

　
（
古
今
書
院
、
一
九
二
八
年
）
四
三
～
八
一
ぺ
ー
ジ
、
矢
島
仁
吉
『
集

　
落
地
理
学
』
（
同
、
一
九
五
五
年
）
一
〇
一
～
一
一
四
べ
ー
ジ
、
『
総

　
合
郷
土
研
究
山
梨
県
』
二
〇
九
～
二
三
四
ぺ
ー
ジ
等
が
基
本
的
な
分

　
類
法
に
つ
い
て
参
照
さ
れ
る
。
村
藩
の
成
立
要
因
に
よ
る
分
類
と
し

　
て
は
、
ω
新
田
百
姓
村
、
ω
草
分
け
百
姓
村
、
㈹
根
小
星
百
姓
村
、

　
ω
門
前
百
姓
村
、
㈲
名
田
百
姓
村
、
㈹
班
田
百
姓
村
と
さ
れ
る
柳
田

　
国
男
氏
の
分
類
（
「
郷
土
誌
論
」
郷
土
研
究
社
、
一
九
二
三
年
、
の

　
ち
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
五
巻
、
筑
摩
誓
房
、
一
九
七
〇
年
に

　
所
収
、
六
八
～
七
三
ぺ
ー
ジ
）
が
参
照
さ
れ
る
。

（
2
0
）
　
同
村
養
福
寺
御
住
職
野
本
宗
幹
氏
の
御
話
に
よ
る
。
文
献
史
料

　
に
つ
い
て
は
な
お
未
発
見
で
あ
る
が
、
錨
銘
が
一
つ
の
根
拠
と
な
ろ

　
・
つ
o

（
2
1
）
　
『
山
梨
県
市
郡
村
誌
』
第
九
冊
（
一
八
九
四
年
）
一
ぺ
ー
ジ
。

（
2
2
）
　
『
甲
斐
国
志
』
二
九
一
－
二
九
二
ぺ
ー
ジ
、
『
大
月
市
史
』
史
料

　
繍
、
八
三
〇
…
八
三
一
ぺ
ー
ジ
o

（
刎
）
　
『
甲
斐
国
志
』
三
〇
五
ぺ
ー
ジ
。

（
脇
）
　
『
甲
州
文
庫
史
料
』
第
四
巻
（
山
梨
県
立
図
薔
館
、
一
九
七
五

　
年
）
所
収
、
天
保
九
年
二
月
「
村
明
紬
帳
」
三
六
八
ぺ
ー
ジ
。

（
2
5
）
　
『
甲
斐
国
志
』
二
九
七
～
二
九
八
ぺ
ー
ジ
。

（
2
6
）
　
同
前
、
二
九
七
ぺ
ー
ジ
。
な
お
奥
山
村
に
は
、
金
山
が
あ
り
、
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寛
永
十
（
ニ
ハ
三
三
）
年
ま
で
採
掘
が
行
わ
れ
て
い
た
が
（
『
甲
斐

　
国
志
草
稿
』
上
、
同
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
、
一
五
八
ぺ
ー
ジ
）
、

　
特
に
鉱
山
集
落
は
残
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
浅
利
村
に
つ
い
て
は
、

　
小
林
利
久
氏
は
、
根
小
星
集
落
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
『
大
月
市
史
』

　
史
料
縄
、
八
三
三
ぺ
ー
ジ
）
。

（
2
7
）
　
喜
多
野
清
一
「
甲
州
山
村
の
同
族
組
織
と
親
方
子
方
憤
行
－
山

　
梨
県
北
都
留
郡
禍
原
村
犬
垣
外
を
中
心
と
し
て
」
（
『
民
族
学
年
報
』

　
二
、
一
九
四
〇
年
）
、
小
川
徹
「
山
村
の
農
業
生
活
と
農
具
－
山
梨

　
県
北
都
留
郡
綱
原
村
に
つ
い
て
」
（
同
前
）
、
磯
田
進
「
農
村
に
お
け

　
る
擬
制
的
親
子
関
係
に
つ
い
て
－
特
に
村
落
構
造
と
の
関
連
に
お
い

　
て
（
二
）
」
（
『
社
会
科
学
研
究
』
五
－
四
、
一
九
五
四
年
）
、
服
都
治

　
則
『
親
分
子
分
と
本
分
家
』
（
御
茶
の
氷
書
房
、
一
九
七
八
年
）
、

　
『
農
村
被
会
の
研
究
』
（
同
、
一
九
八
O
年
）
三
四
三
ぺ
ー
ジ
以
下
。

　
ま
た
喜
多
野
氏
「
同
族
組
織
と
親
方
子
方
慣
行
資
料
」
（
『
民
族
挙
年

　
報
』
三
、
一
九
四
一
年
）
で
は
、
開
地
村
な
ど
に
つ
い
て
検
討
さ
れ

　
て
い
る
。

（
2
8
）
　
道
志
村
の
場
合
、
久
保
・
小
善
地
・
竹
之
本
・
川
原
畑
・
神

　
地
・
善
野
木
の
六
つ
の
「
組
」
と
そ
の
外
十
二
の
村
名
が
認
め
ら
れ

　
る
（
伊
藤
堅
吉
『
道
志
七
里
』
同
村
史
編
纂
資
料
収
集
委
員
会
、
一

　
九
五
三
年
、
二
一
ぺ
ー
ジ
・
『
甲
斐
国
志
』
二
八
八
ぺ
ー
ジ
）
。

（
2
9
）
　
上
野
原
村
の
場
合
、
本
町
・
新
町
・
西
風
・
向
風
の
四
つ
の

　
「
組
」
が
あ
り
、
寛
文
検
地
時
に
既
に
こ
の
四
組
が
見
ら
れ
、
文

　
政
八
（
一
八
二
五
）
年
当
時
に
は
、
各
組
に
名
主
が
認
め
ら
れ
る

　
（
『
上
野
原
町
誌
』
同
町
役
場
、
一
九
五
五
年
、
一
九
八
三
二
〇
三
、

　
三
六
五
ぺ
ー
ジ
）
o

（
3
0
）
　
犬
月
市
立
野
、
上
条
家
文
書
及
び
『
甲
州
文
庫
史
料
』
第
四
巻
、

　
二
八
～
五
三
ぺ
ー
ジ
。
数
値
は
前
者
を
基
本
と
し
た
が
、
明
瞭
な
誤

　
記
や
実
算
値
と
著
し
く
相
違
す
る
場
合
及
ぴ
空
白
と
な
っ
て
い
る
場

　
合
は
実
算
に
よ
っ
て
算
出
・
補
正
し
た
。
立
野
村
は
、
後
者
に
は
欠

　
け
て
い
る
が
、
前
者
の
「
郷
帳
」
に
記
載
が
あ
る
の
で
そ
れ
に
よ
っ

　
た
。
長
池
村
に
つ
い
て
は
、
両
者
と
も
に
記
載
が
な
い
の
で
、
太
囲

　
勝
也
『
近
世
に
お
け
る
駄
賃
稼
ぎ
と
商
品
流
通
』
（
第
2
表
の
注
を

　
参
照
）
に
よ
る
。
「
郷
帳
」
で
は
、
三
カ
村
が
、
上
・
下
を
合
わ
せ

　
て
一
村
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
村
の
総
数
は
百
十
一
よ
り
三
カ
村
少

　
な
い
一
〇
八
カ
村
と
な
る
。

（
3
1
）
　
『
北
都
留
郡
誌
』
（
同
郡
役
所
、
一
九
二
五
年
）
　
二
一
九
ぺ
ー
ジ
。

（
3
2
）
　
な
お
近
世
の
年
買
賦
課
法
に
は
、
「
反
取
」
と
「
厘
取
」
と
が

　
あ
り
、
前
者
は
関
東
の
、
後
者
は
上
方
の
仕
法
と
さ
れ
る
。
通
常
、

　
関
東
筋
に
は
、
関
八
州
に
加
え
て
伊
豆
・
甲
斐
が
含
ま
れ
る
の
で
、

　
甲
斐
の
場
合
「
反
取
」
が
行
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

　
言
わ
れ
て
い
る
「
免
取
」
の
場
合
、
単
に
「
厘
付
」
が
行
な
わ
れ
た

　
に
止
ま
る
か
、
「
厘
取
」
が
行
な
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
確
証

　
を
得
な
い
。
ま
た
、
こ
の
間
の
年
貢
賦
課
法
に
つ
い
て
は
、
畝
引
検

　
見
に
か
わ
っ
て
有
毛
検
見
が
行
わ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
が
留
意
さ
れ

　
よ
う
。
有
毛
検
見
の
実
施
年
度
に
つ
い
て
は
、
享
保
七
（
一
七
二

　
二
）
年
説
（
大
石
慎
三
郊
『
増
補
版
・
享
保
改
革
の
経
済
政
策
』
御

　
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
一
年
、
一
五
二
－
一
五
五
ぺ
ー
ジ
）
と
、
享

　
保
期
に
お
い
て
は
な
お
被
免
時
等
の
特
殊
例
に
止
ま
り
、
寛
保
二
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（
一
七
四
二
）
年
に
笑
施
を
見
た
と
す
る
説
（
森
杉
夫
「
近
世
に
お

　
け
る
徴
租
法
の
転
換
－
畿
内
綿
作
徴
租
法
を
中
心
と
し
て
」
『
史
林
』

　
四
八
－
一
、
一
九
六
五
年
、
二
二
ぺ
ー
ジ
）
と
が
あ
り
、
未
だ
確
定

　
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
、
従
来
の
「
根
取
」
に
制
約
さ

　
れ
て
い
た
畝
引
検
見
法
に
か
わ
り
、
実
生
産
カ
に
基
づ
き
、
生
産
カ

　
の
上
昇
分
を
年
貢
に
取
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
検
見
法
で
あ
っ

　
た
こ
と
に
つ
い
て
は
一
致
を
見
て
い
る
。
有
毛
検
見
法
で
は
、
商
・

　
手
工
業
収
益
を
も
合
む
生
産
カ
の
上
昇
分
を
、
年
貢
形
態
で
吸
収
し

　
よ
う
と
し
て
い
　
。
る
が
、
次
第
に
年
貢
形
態
以
外
の
直
接
的
な
形
で
の

　
増
収
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。

（
3
3
）
　
『
地
方
凡
例
録
』
上
（
近
藤
出
版
社
、
一
九
六
九
年
）
一
六
〇

　
～
一
』
ハ
一
べ
ー
ジ
。

（
3
4
）
　
「
甲
州
代
官
付
」
（
『
甲
州
文
庫
史
料
』
第
六
巻
、
一
九
七
八
年
）

　
二
九
⊥
ハ
ペ
ー
ジ
。
。

（
砧
）
　
犬
月
市
奈
良
子
、
棚
本
家
文
薔
。
免
が
十
以
上
と
な
る
こ
と
は
、

　
有
毛
検
見
に
お
い
て
は
間
々
起
こ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
奈

　
良
子
村
の
場
合
、
村
高
は
近
世
初
期
以
来
殆
ど
変
わ
ら
ず
、
免
も
極

　
め
て
高
か
っ
た
二
と
か
ら
す
れ
ぱ
、
村
高
が
実
際
よ
り
少
な
く
付
け

　
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
（
『
大
月
市
史
』
史
料
編
、
一
五
六
ぺ

　
ー
ジ
所
収
の
慶
畏
十
六
〔
ニ
ハ
一
一
〕
年
「
土
免
定
事
」
を
参
照
）
。

　
石
高
は
法
定
収
穫
高
の
性
格
も
強
い
た
め
、
実
際
の
収
穫
高
と
異
な

　
る
揚
合
も
多
く
、
畑
倉
村
で
は
、
寛
文
検
地
高
が
過
重
で
あ
っ
た
と

　
し
て
農
民
か
ら
訴
え
が
あ
り
、
元
禄
一
〇
（
ニ
ハ
九
七
）
年
に
再
検

　
地
が
行
な
わ
れ
た
（
『
甲
斐
国
志
』
二
九
五
～
二
九
六
ぺ
ー
ジ
、
『
秋

　
元
家
甲
州
郡
内
郡
内
治
綬
考
』
七
四
～
八
五
ぺ
ー
ジ
）
。

（
3
6
）
　
『
大
月
市
史
』
史
料
編
、
一
五
六
ぺ
ー
ジ
、
解
説
等
。

（
η
）
　
前
出
、
一
～
二
三
ぺ
ー
ジ
。

（
3
8
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
山
寄
り
の
村
」
に
つ
い
て
の
『
地
方

　
藩
穂
集
』
（
『
日
本
経
済
叢
薔
』
第
九
巻
、
同
刊
行
会
、
一
九
一
五
年
、

　
一
五
～
一
七
ぺ
ー
ジ
）
の
記
述
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
3
9
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
相
田
二
郎
「
戦
国
時
代
に
於
け
る
東
国

　
地
方
の
宿
・
間
屋
・
伝
馬
－
特
に
今
川
・
北
条
・
武
田
三
氏
の
分
国

　
を
中
心
と
し
て
」
（
『
歴
史
地
理
』
五
一
－
三
、
五
、
六
、
一
九
二
八

　
年
）
、
柴
辻
俊
六
「
甲
斐
武
田
氏
の
伝
馬
制
度
」
（
『
信
濃
』
二
六
－

　
一
、
一
九
七
四
年
、
の
ち
永
原
慶
二
監
修
・
柴
辻
編
『
戦
国
大
名
諭

　
築
一
〇
・
武
田
氏
の
研
究
』
〔
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
〕
に
所

　
収
）
が
参
照
さ
れ
る
。

（
4
0
）
　
こ
の
地
方
で
は
、
「
村
」
と
い
う
呼
称
は
、
柴
辻
氏
の
編
さ
れ

　
た
『
甲
州
古
文
奮
』
第
三
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
六
九
年
）
に
よ
o

　
て
知
る
こ
と
の
出
来
た
範
囲
で
は
、
天
正
十
九
（
一
五
九
一
）
年
に

　
初
出
し
、
そ
れ
以
前
に
あ
っ
て
は
、
永
禄
六
（
一
五
六
三
）
年
五
月

　
二
六
日
付
の
小
佐
野
能
秀
置
文
に
「
谷
村
様
」
と
す
る
記
賊
が
認
め

　
ら
れ
る
（
四
三
ぺ
ー
ジ
、
二
〇
八
九
号
文
書
）
以
外
は
、
「
郷
」
名

　
が
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
天
正
十
八
－
十
九
年
に

　
は
、
徳
川
の
関
東
移
封
と
五
力
国
総
検
地
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、

　
そ
の
影
響
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
確
証
を
得
て
は
い
な
い
。

（
4
1
）
　
な
お
本
稿
は
一
九
八
七
年
度
史
学
会
大
会
報
告
の
一
部
に
基
づ

　
く
も
の
で
あ
る
（
『
史
学
雑
誌
』
九
六
－
二
一
、
一
九
八
七
年
、
七

260



八
ぺ
ー
ジ
参
照
）
。
本
論
を
な
す
に
あ
た
っ
て
は
、
多
く
の
方
々
の

御
助
カ
を
頂
い
た
。
記
し
て
謝
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）

（95）　近世郡内領におけるr村」の特質について
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